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「 地域力・デジタル化・経営力の向上を目指して 」 

～新たな時代に即した行財政改革の推進～ 
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第１章 これまでの取組と市の課題 

１．これまでの行政改革の取組 

少子高齢化やグローバル化、社会情勢の多様化・複雑化に伴う市民ニーズ

など社会情勢が激しく変化し、市民・地域・企業・行政の協働により利便性

の高い・効率的なまちづくり、地域コミュニティを中心とした市民主体のま

ちづくりを行うため、湖南市では第一次湖南市行政改革大綱（平成 18～22 年

度（2006～2010 年度））において、『市民満足度と行政経営品質の向上』の

基本理念のもと市民・経営・人材の３つの視点に基づき改革を進めました。

また、引き続き策定した第二次湖南市行政改革大綱（平成 23～27 年度（2011

～2015 年度））では『協働による住民自治と持続可能な行政運営』を基本理

念とし、「情報共有による共通認識と改革意識の醸成」「量的削減と質的向

上を目指した事務事業の総点検」「役割分担による市民と行政の協働推進」

を視点とし取組を行いました。第三次湖南市行政改革大綱（平成 28 年度～令

和２年度（2016～2020 年度））におきましては、基本理念『「ひとの創生、

地域の創生」を推進する湖南市の実現』のもと「協働・連携」「市民主体」

「行財政改革」を視点とし取組を進めてきました。 

次に、各大綱における検証について、説明をします。 
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◎改革の目標と数値化の検証 

平成 22 年度（2010 年度）決算状況 

 
平成 18 年度 

決算 

改革目標 

(平成 22 年度) 

平成 22 度決算 

(目標数値差) 

人件費 33.1 億円 31.7 億円  32.8 億円 ▲1.1 億円 

職員数 497 人 473 人  464 人 ＋9 人 

物件費 27.7 億円 27.0 億円  27.7 億円 ▲0.7 億円 

補助費等 19.2 億円 18.4 億円  16.8 億円 ＋1.6 億円 

扶助費 18.5 億円 20.0 億円  29.5 億円 ▲9.5 億円 

繰出金 15.2 億円 12.0 億円  16.3 億円 ▲4.3 億円 

市税徴収率 98.1% 98.5% 98.3% ▲0.2% 

地方債発行額 16.5 億円 25.0 億円 28.5 億円 ▲3.5 億円 

 

 行動計画 76 項目と事務事業の見直し 37 項目、合わせて 113 項目の取組項目

を掲げ、５年間の進捗管理を行ってきました。113 項目のうち約８割が目標を

達成するなど積極的な行動成果をあげていると考えられます。 

改革項目の具体的なものとして、事務事業の見直しや指定管理者制度の積極

的な活用、また有料公告掲載による増収などがあげられます。   

 その他、削減効果を財源として市民サービス向上のため、まちづくり市民活

動補助事業の継続や、戸籍の電算化などに取り組みました。 

 ただし、取組を行ってきたものの中でも内容的に十分ではない項目もあるこ

とから、引き続き取り組む必要があると思われる項目については、第二次大綱

において取組を続けることとしました。 

 

総削減効果額   ２億８,０００万円（５ヶ年累計） 
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◎改革の目標と数値化の検証 

 平成 27 年度（2013 年度）決算状況 

 
平成 23 年度

決算 

改革目標 

(平成 27 年度) 

平成 27 年度決算 

(目標数値差) 

人件費 33.9 億円 34.0 億円 31.2 億円 ＋2.8 億円 

職員数 465 人 455 人  442 人 ＋13 人 

物件費 29.9 億円 27.9 億円 34.0 億円 ▲3.9 億円 

補助費等 18.3 億円 17.5 億円 21.4 億円 ▲3.9 億円 

扶助費 33.0 億円 37.1 億円 36.2 億円 ＋0.9 億円 

繰出金 16.6 億円 14.6 億円 19.7 億円 ▲5.1 億円 

市税徴収率 98.3% 98.6% 98.9% ＋0.3% 

地方債発行額 17.8 億円 23.0 億円 37.0 億円 ▲14 億円 

  

 実施計画の推進項目および具体的取組項目合計 136 項目について進捗管理を

行い、最終的に約８割が目標達成となっています。 

計画の中で最優先改革事項として掲げていたものが「公共施設の見直しと施

設使用料の適正化・統一化、減免基準の見直し」ですが、この取組についての

効果としては、施設使用料の適正化や出張所の一部廃止などがあげられます。 

その他の項目では、人員配置適正化計画の策定による人員削減や事務事業評

価による検証、また基幹業務システムの更新に併せて他市との共同利用による

クラウドシステム導入など情報システムに関する業務についての取組や、債権

管理条例の制定による収納率の向上や水道料金改定の検討などが挙げられま

す。また、積極的な情報提供ということでホームページや広報、タウンメール

などの活用を行ってきました。 

 その中でも目標未達成であった項目のうち、今後も取り組むべき項目につい

て引き続き第三次大綱において継続して取り組んでいくことにしました。 

 

総削減効果額   ２億６,０００万円（５ヶ年累計） 
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◎改革の目標と数値化の検証 

 令和元年度（2019 年度）決算状況 

 
平成 28 年度

決算 

改革目標 

(令和２年度) 

令和元年度決算 

(目標数値差) 

人件費 30.3 億円 29.8 億円  31.8 億円 ▲2 億円 

職員数 440 人 437 人  435 人 ＋2 人 

物件費 33.9 億円 29.1 億円  34.8 億円 ▲5.7 億円 

補助費等 25.9 億円 20.2 億円  24.9 億円 ▲4.7 億円 

扶助費 37.2 億円 32.8 億円  41.2 億円 ▲8.4 億円 

繰出金 13.6 億円 18.2 億円  14.8 億円 ＋3.4 億円 

市税徴収率 99.1% 98.9% 99.3% ＋0.4% 

地方債発行額 26.2 億円 13.5 億円 15.5 億円 ▲2.0 億円 

 

本市を取り巻く社会情勢は、少子高齢化による社会保障費の増加や人口の減

少などをはじめとする様々な要因により、今後もさらに厳しい状況になると予

想されます。令和元年度後半より世界的に広まった新型感染症の影響により、

市民の生活様式が一変するとともに、行政に対してきめ細やかなサービスの提

供が求められるなど、第三次行政改革大綱実施計画の取組項目の進捗にも大き

な影響を及ぼしています。 

中間検証（計画４年目終了）の段階では、９割を超える項目において目標を

達成していますが、第二次大綱から継続して取組を行っているものの中でも、

進んでいないものもあり、今後５年間においても取組を行うか必要性を精査

し、継続する場合においては取組方法を再検討していきます。 
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２．市が直面する課題 

  本市は、湖南市総合計画に掲げるまちの将来像「ずっとここに暮らした

い！ みんなで創ろう きらめき湖南」に向かって様々な分野で聖域を設け

ることなく行財政改革に取り組んできました。５年後の未来に向かって進む

にあたっては次のような課題に直面しています。 

（１）人口減少・少子高齢化の進行 

  「日本の地域別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所 2018 年

推計）では、平成 27 年（2015 年）の国勢調査による人口に基づき、令和 27

年（2045 年）までの将来人口推計が示されています。本市の将来人口推計

は、平成 27 年（2015 年）から令和 27 年（2045 年）までの 30 年間で総人口

が約 17％減少すると推計されています。その中において令和 27 年（2045

年）には 65 歳以上の老年人口は約 34％まで上昇し、それに対し 14 歳までの

年少人口は約 11％に減少するとの見込みが出されており、今後ますます人口

減少・少子高齢化が進行するとの推計が出ています。また、令和２年（2020

年）は 61.6％を占める生産人口が令和 27 年（2045 年）には 54％まで減少す

る推計となっており、生産人口の減少は税収の減少に直結することから市の

財政面においても深刻な問題です。 

【図表】本市の将来推計人口         

      

 

 

 

 

 

 

 

     人口 54.3 千人        人口 51.1 千人        人口 45.1 千人     

出典：日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所 2018 年推計） 
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 【図表】滋賀県内市町の高齢化の状況（令和２年（2020 年）10 月の推計） 

 

 【図表】滋賀県内市町の高齢化の状況（令和 27 年（2045 年）10 月の推計） 
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（２）公共施設等の大量更新の到来 

  本市では、平成 28 年（2016 年）３月に、本市の身の丈に応じた施設保有

量等の実現や将来ニーズに対応した施設再編成の方向性を示すことを目的に

「湖南市公共施設等総合管理計画」を策定しています。市内の公共施設のう

ち建設後 30 年を経過し老朽化の懸念がある施設は全体の約 54％を占めてお

り、全ての施設を現行の状態で更新した場合に今後 40 年間の経常修繕費、

大規模修繕費および更新費に係る将来費用について設定した条件により試算

したものを下記の図表にて示します。試算によると、令和 17 年（2035 年）

にピークを迎え、その後２年ないし１年おきに修繕費・更新費がかさんでい

くことになるという結果になりました。令和２年度（2020 年度）に策定する

「公共施設等総合管理計画個別施設計画」に基づき適切な施設の管理・運営

等をしていく必要があります。 

【図表】将来費用の推移（40 年間）

 

【図表】過去３年間で公共施設にかけた費用       単位：千円 

年度 普通建設事業費 維持修繕費 合計 

Ｈ29（2017 年） 1,177,639 31,425 1,209,064 

Ｈ30（2018 年） 1,308,767 32,205 1,340,972 

Ｒ1（2019 年） 527,665 30,388 558,053 

平 均 1,010418 31.339 1,036,030 
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３．新たな課題 

  令和２年（2020 年）に入り世界中に感染が拡大した新型感染症がもたらし

た影響は大きく、今日まで当たり前であった私たちの生活スタイルは大きく

変化せざるを得ない状況となりました。人が密集することを避け一定の距離

を保つソーシャルディスタンスや、学校環境でのオンラインを活用した授

業、また職場環境でのテレワーク・在宅ワークの推進など、特にＩＣＴを活

用した環境整備は急速に普及し、今までとは異なった「新しい生活様式」を

定着させることが必要であるとされました。このことは生活様式の変化だけ

ではなくあらゆる分野に影響を及ぼし、日本の経済においても大きな打撃を

与えています。全国的にも特に中小企業の倒産が増加し、本市では特に飲食

業が業績悪化等の影響を受けており、他業種においても今後数年間にわたり

影響を及ぼすことが懸念されます。これらのことから行政運営の財源である

税収については、今後、平成 20 年（2008 年）９月のリーマンショック以上

の減少となるとの見通しもあり、長期財政計画でも今後数年間にわたり厳し

い財政状況が続くことが推測されています。 

このような状況のもと、従来の課題に加え新たな課題も山積する中で、本

市も今までの行財政改革の取組をさらに加速し進めていく必要があります。

そのためには市の行う政策や施策の情報を積極的に発信し、市民の理解と協

力を得るとともに、市民と情報を共有し市民が自らまちづくりに参画しても

らうことで「市民主体の協働のまちづくり」を実現していくことができま

す。行政だけではなく市民自らが「自助の力」また地域での「共助の力」を

高めるとともに、地域をはじめとする様々なコミュニティと連携を図りなが

らまちづくりに一緒に取り組んでいくことが重要となっています。 

また、今日のデジタル社会においては、ＩＣＴやＩoＴなどの新しい情報通

信技術は急速に進化しており、私たちの日常生活には欠かせないものとなっ

ています。今後、国においても行政のデジタル化を進めるためデジタル庁の

創設が予定されるなど、今後はＡＩやＲＰＡ、ビッグデータなどを積極的に

活用し、より効率的で効果的な市民サービスを行うことができるよう行政に

おいても積極的にデジタル化を進めていく必要があります。その一方で、デ

ジタル化対応が厳しい状況にある方についての対応もしっかりと検討し、行

政サービスに影響が出ないようにする必要があります。 
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  本市の財政状況は、合併関連事業等の推進による投資的経費の増大に伴う

市債残高の増加および高齢化率の上昇などにより、公債費、扶助費をはじめ

とする義務的経費が伸びている一方、生産年齢人口の減少等により、大きな

増収は期待できない厳しい状況にあります。また歳入において根幹となる市

税は新型感染症の影響を受け、これまでより厳しい状況が見込まれます。法

人市民税の減収に加え、個人市民税の減収も予想され、今後の市の財政収支

の見通しとして年々赤字が増えていくことが見込まれており、財政状況は悪

化すると考えられます。行財政改革を通じて健全な行財政運営を行うこと

で、これらの課題に対応していかなければなりません。 
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 今後の財政収支の見通し（令和元年度(2019 年度)～令和７年度(2025 年度)）   

 

※湖南市長期財政計画（令和３年３月策定）を基に作成 

 

 

 

 

実績 予算 予算 計画 計画 計画 計画

市税 8,709 8,601 8,242 8,400 8,545 8,546 8,666

地方譲与税・交付金 1,462 1,586 1,670 1,682 1,787 1,795 1,799

地方交付税 2,534 2,319 2,315 2,395 2,432 2,449 2,274

国県支出金 3,879 4,646 4,997 4,667 4,620 4,921 4,922

繰入金 590 781 669 635 494 243 143

地方債 1,545 1,623 2,154 2,120 1,970 1,635 1,635

その他歳入 1,413 1,304 1,143 1,123 1,123 1,123 1,123

20,132 20,860 21,190 21,022 20,971 20,712 20,562

実績 予算 予算 計画 計画 計画 計画

人件費 3,181 3,835 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855

扶助費 4,118 4,947 4,776 4,975 5,136 5,248 5,273

公債費 2,540 2,510 2,575 2,596 2,585 2,435 2,285

物件費 3,472 3,406 3,636 3,179 3,179 3,179 3,179

補助費等 2,486 2,423 2,541 2,593 2,580 2,443 2,443

繰出金 1,476 1,470 1,521 1,541 1,561 1,586 1,602

投資的経費 1,535 1,536 1,735 1,863 1,746 1,701 1,745

その他歳出 768 733 551 551 551 551 551

19,576 20,860 21,190 21,153 21,193 20,998 20,933

556 0 0 ▲ 131 ▲ 222 ▲ 286 ▲ 371差引額

（2024年） （2025年）
区分

歳出合計

（2019年）（2020年）（2021年）（2022年） （2023年）
令和４年 令和５年 令和６年 令和７年年度 令和元年 令和２年 令和３年

区分

歳入合計

歳出 （単位：百万円）

（2019年）（2020年）（2021年）（2022年） （2023年） （2024年） （2025年）

歳入 （単位：百万円）

年度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年
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第２章 第四次行政改革大綱の概要 

１．大綱の理念 

   第四次湖南市行政改革大綱（以下「大綱」という。）は、本市における

第三次までの行政改革大綱における取組の検証結果や社会情勢の変化など

を踏まえ、今後５年間で取り組むべき内容について、湖南市第二次総合計

画や総合戦略などの各種計画との協調を図りつつ、『「地域力・デジタル

化・経営力の向上を目指して」～新しい時代に即した行財政改革の推進

～』を理念とし推進します。 

２．大綱の体系図    

 

・受益者負担および補助金・

　負担金の適正化

・広域連携の推進

・財政の健全化

第３の政策 　施策項目

・事務事業の見直しと効率化の推進

・公共施設等総合管理計画の

　着実な実行

第２の政策 　施策項目

・ＩＣＴ（情報通信技術）の

　積極的な活用

・社会生活へのデジタル化の推進

第１の政策 　施策項目

・様々なコミュニティとの連携

・市政情報の積極的な共有
市民主体の透明性の

あるまちづくり
～市民参画と情報共有～

デジタル社会の推進
～スマート自治体への

転換～

効率的・効果的な

行財政運営
～改革の継続と

新たな改革～
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３．大綱の位置づけ  

   大綱は、第二次湖南市総合計画に掲げる基本構想の「ずっとここに暮ら

したい！みんなで創ろう きらめき湖南」を実現する施策として、湖南市

における行財政改革の方針を定めるものです。 

   また、本市は令和２年（2020 年）７月にＳＤＧｓ未来都市に選定されて

おり、持続可能な開発目標の達成に向けて関連する理念・目標の一部を共

有するものとして位置付けることとします。 

 ◎持続可能な開発目標 

 

 

 

 

 

 

４．大綱の取組期間 

      大綱の取組期間は、第二次湖南市総合計画の後期計画との整合性を図る

ことから、令和３～７年度（2021～2025 年度）までの５年間とします。 

５．大綱の目標 

   大綱の基本理念に基づき、社会情勢の流れに沿って必要な時に再構築を

図りつつ、次世代に過度の負担を残さないまちを実現するため、３つの取

り組むべき政策についてそれぞれの施策を定め、確実に取組項目を達成す

ることを目標とします。 



 - 17 - 

６．取り組むべき政策 

行政（公助）だけではなく、地域（共助）の繋がりを大切にし、あらゆる

情報ツールを利用して積極的に情報の発信を行うことで、市政情報の共有を

図り市民自ら（自助）が考え行動をおこせるよう推進します。また、様々な

コミュニティと連携を持つことで、みんなで共に進めるまちづくりを推進し

ます。 

スマート自治体への転換により、市民の利便性向上および働き方改革への

行政事務の効率化を推進させるため、ＩＣＴを活用した取組を進めるなどデ

ジタル社会に向け行政サービスの電子化に取り組みます。 

  公共施設の適正な管理・運営や施設使用料をはじめとした受益者負担の適

正化、ＡＩ、ＲＰＡなどのＩＣＴを積極的に活用して自動化・省力化を図

り、事務事業の効率化を推進します。また、職員の育成や適正配置を行うこ

とで持続可能な健全な財政運営を行います。 
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『デジタル社会の推進～スマート自治体への転換～』 

 １）ＩＣＴ（情報通信技術）の積極的な活用 

 ２）社会生活へのデジタル化の推進 

『効率的・効果的な行財政運営～改革の継続と新たな改革～』 

 １）事務事業の見直しと効率化の推進 

 ２）公共施設等総合管理計画の着実な実行 

 ３）受益者負担および補助金・負担金の適正化 

 ４）広域連携の推進 

 ５）財政の健全化 

第３章 取り組むべき政策に基づく施策項目  

 第１の政策  

 

第２の政策   

 

 

 

 

 第３の政策  

 

 

 

 

 

『市民主体の透明性のあるまちづくり～市民参画と情報共有～』 

 １）様々なコミュニティとの連携 

 ２）市政情報の積極的な共有 
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第１の政策  

「市民主体の透明性のあるまちづくり～市民参画と情報共有～」 

 

 

１）様々なコミュニティとの連携 

   これまで、市内各まちづくりセンターを拠点として、各地域まちづくり

協議会が自発的にコミュニティビジネスの取組を始めるなど、少しずつ市

民が主体となった独自性のあるまちづくりが進んでいます。また継続的な

活動をすることができる市民活動団体などの新たな担い手を育成するた

め、ボランティア・ＮＰＯ法人の育成支援などに取り組んできました。し

かし、取組が少しずつ進んできているとはいえ、地域を形成するそれぞれ

のコミュニティにおいて自主的な動きをもっと活発化し、自立した運営が

可能となる自主財源の確保などができるような取組の支援については今後

も継続的に必要となります。 

   持続可能なまちづくりを推進していくためには、地域活動の横のつなが

りを強化し、まちづくり活動へ今後の担い手となる若者の参画促進を進め

ることが必要です。行政だけではなく市民をはじめとする本市に関わる多

くの人がそれぞれの役割を担い、それぞれの強みを生かし、自らできるこ

とに主体的に取り組む意識を持つことでより良い施策を展開していくこと

ができます。市内には各区や地域まちづくり協議会があり、地域住民が主

体となって地域での支え合い推進をはじめ多彩な活動をされていますが、

昨今は地域福祉や想定外の災害時など、行政ができる公助の手が届かない

場合には特に地域の協力（共助）が重要であり、今後ますます必要になっ

てきています。地域コミュニティだけではなく、ボランティアやＮＰＯ法

人などに担ってもらう役割が増加することも考えられるため、様々なコミ

ュニティとの連携を推進していきます。 

   また、地域運営組織への支援を強化し、新たな担い手となる地域の人材

やノウハウなどにより地域課題の解決をビジネスの手法で取り組むコミュ

ニティビジネスなども積極的に支援していきます。 
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  ◆具体的な取組内容◆ 

   〇 地域まちづくり協議会をはじめとした市民活動の活性化を図り、 

多様なコミュニティへの支援を行っていきます。 

   〇 地域内での課題を地域で解決していくため、行政も連携して   

コミュニティビジネスの展開を積極的に推進し、問題解決に繋げる 

ように支援していきます。 

 

 

   【大綱期間終了時の目指す姿】 

各地域において多様なコミュニティが形成され、市民の積極的な参画

のもと、それぞれの地域の課題をビジネスの観点により解決していくコ

ミュニティビジネスが積極的に行われている。また、地域活動が活性化

し持続可能なビジネス・地域づくりが行われている。 
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２）市政情報の積極的な共有 

市政情報の発信については、広報紙の発行やホームページ、ＳＮＳなど

を活用して、広く市民の方に情報が届くよう発信してきました。また、平

成 30 年度（2018 年度）には新たに公式アプリを開設し、令和２年（2020

年）12 月からは国内の利用者が多く効果的な情報発信手段として、LINE を

活用するなど幅広いツールで市の情報を届けられるよう努めています。 

必要な人に必要な市の情報が届き、積極的に共有できるよう、あらゆる

世代に有効的な手段を用いて発信し、市民と行政が協働し自助・共助の力

の向上につながるようにしていく必要があります。 

   市政情報については、市民視点を積極的に取り入れ、市民が知りたい情

報を共有できるよう、広報紙をはじめとしてホームページやＳＮＳなどあ

らゆる手段を用いてより積極的な発信に努めます。また、オープンデータ

の取組を進め、市の保有している行政情報を市民と共有することで、積極

的な市民参画を進めます。 

 

 

 

    

 

 

  

【大綱期間終了後の目指す姿】 

     市の情報が必要な人に適切に届き、市民が積極的に市政情報を知るこ

とによって、地域での活動に参加する環境が整い、地域における住民主

体のまちづくりが進んでいる。 

 

◆具体的な取組内容◆ 

〇 市民に必要な情報をより幅広く発信できるよう、発信方法の充実

を図ります。 

〇 世代別や目的に応じて、必要な方に分かりやすい市の行政情報を

発信することで、市民の積極的な地域活動や市政への参画を推進し

ます。 
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１）ＩＣＴ（情報通信技術）の積極的な活用 

   事務事業の見直しの取組においてマイナンバーカードの有効活用とし

て、各種証明書のコンビニ交付など行政サービスの提供と窓口業務の改革

に取り組んできました。また令和２年度（2020 年度）には、コンビニにあ

る多機能型複合機（マルチコピー機）と同等の機能を持つ証明書発行用の

機器を東庁舎１Ｆフロアに設置するなど更なる利用拡大に努めています。

新型感染症の影響により新しい生活様式への対応が求められている中で、

デジタル化への取組は窓口業務も含めさまざまな行政手続に適応していく

必要があります。またデジタル化により、すべての人が等しくサービスが

受けられるようデジタル・デバイドの解消が必要となります。 

人口減少社会に対応するために少ない人員で効率よく業務を継続するこ

とが求められている中、市民ニーズや地域課題は多様化しています。ＩＣ

Ｔを積極的に活用して窓口業務の見直しを行い、サービスの向上と業務の

負担軽減に努めます。また、マイナンバーカードの活用は今後も拡大され

ていくことからマイナンバーカードの更なる普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２の政策 

「デジタル社会の推進 ～スマート自治体への転換～」 

◆具体的な取組内容◆ 

○ 行政手続の始めから終わりまでを一貫してデジタルで完結できるサー

ビスに取り組み、市民サービスの向上と行政事務のスリム化を推進して

いきます。 

○ 窓口サービスの改革としてデジタル技術を活用した市民窓口対応のオ

ンラインサービス化を推進していきます。 

○ デジタル・デバイドの解消に取り組み、すべての人が等しくサービス

が受けられるように、デジタル化を推進していきます。 
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【大綱期間終了後の目指す姿】 

       行政手続のデジタル化により来庁することなく手続が完結でき、来

庁者の減少によって行政窓口のスリム化が図られている。また、デジ

タル化によるデジタル・デバイドが解消され、誰もが利用しやすく質

の高い行政サービスが提供できている。 
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２）社会生活へのデジタル化の推進 

これまでの本市におけるデジタル的な行政サービスはホームページやメ

ールなどの情報発信について一定のサービスは提供してきましたが、日常

の市民生活に繋がるデジタルを活用したサービスの提供はできていない状

況です。現在、ＩＣＴやＩoＴなどの新しい情報通信技術やデジタル技術は

急速に進化しており、また、新しい生活様式への変化にも対応できるよう

社会生活へのデジタル化の推進は欠かせないものとなっています。こうし

た状況からデジタル技術を活用した新たなサービスを展開していくために

は、ビッグデータの活用や市が保有しているデータの公開など積極的に取

り組み、市民生活が豊かになるデジタル社会を目指すことが必要となりま

す。 

行政のデジタル化によって、データやシステムの利活用が幅広く可能と

なり、行政内部だけではなく民間でも活用される取組ができるようになる

ことからオープンデータやビッグデータを活用した市民生活にとって便利

で利用しやすい公共サービスが提供できるようデジタル化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組内容◆ 

○ 市が保有しているデータのオープンデータ化を進め、民間活用や新

たな行政サービスに活用できるようオープンデータの利活用の拡大に

努めます。 

○ デジタル時代に向けて多種多様な公共サービスについて、今後、変

化していく生活スタイルに応じたＡＩ、ＩＣＴを活用して公共サービ

スの質の向上を図ります。 

【大綱期間終了後の目指す姿】 

オープンデータやビッグデータの活用により公共サービスのデジタル

化が実現し、便利で快適な市民生活が実現するとともに各公共サービス

の運営が効率的に実施されている。 
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第３の政策  

「効率的・効果的な行財政運営 ～改革の継続と新たな改革～」 

 

 

１）事務事業の見直しと効率化の推進  

市の業務を行う上で、現在までも様々な角度から業務の見直しを行い、

５年ごとに定員適正化計画を策定し職員の適正配置を行うよう努めてきま

した。また平成 28 年（2016 年）には課長以上の幹部職員がイクボス宣言

を行うなど、職員の働き方についての改革も行ってきました。しかし、令

和２年（2020 年）から感染が拡大した新型感染症の影響により、職員の働

き方についても見直す必要が出てきました。また、年々市役所での業務が

多様化・複雑化していく中で、全ての業務を今までと同じ手法により遂行

していくのではなく、効率よく業務を進める手法についても更に検討して

いく必要があります。 

   今後、業務の効率化のためには、職員の事務効率化への意識改革を進

め、職員自身がワーク・ライフ・バランスを確保し、働き方改革を率先し

て推進していく必要があります。行政サービスの維持・向上を図りつつ、

業務手順の見直しや業務の標準化に取り組み、ＡＩやＲＰＡなどを有効に

活用することにより事務の効率化を図り、働き方改革とワーク・ライフ・

バランスの推進を目指します。 

更に、民間活力の導入等も視野に入れ、デジタル化と民間活力の活用を

通じて業務効率を改善し、行政として相対的に必要性が低下している業務

の縮小などの検討も行い「選択と集中」による事務事業の見直しを図りま

す。 

   また、職員の適正配置とともに必要に応じて組織のあり方の見直しと、

職員に必要な研修等を行うなど「湖南市人材育成基本方針」に定める目指

すべき職員像を実現するため職員の育成を行っていきます。 
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【大綱期間終了時の目指す姿】 

   デジタル技術を効率よく取り入れることで、単純な入力作業などはＡＩ

やＲＰＡに任せるなど事務処理効率があがっている。職員も適正に配置さ

れ、ワーク・ライフ・バランスが確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な取組内容◆ 

○ これまでの事務事業の見直しを図るとともに、行政事務の効率化

を実現するために、民間活力やＡＩ・ＲＰＡを積極的に取り入れて

行政事務の改革を推進します。 

〇 デジタル化の推進による手続の簡素化および業務のスリム化と

業務プロセスの見直しを実行しながら職員の適正配置を行う。 

〇 テレワークの活用など市職員の働き方改革を進めます。 
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２）公共施設等総合管理計画の着実な実行 

これまで平成 28 年（2016 年）に策定している公共施設等総合管理計画

に基づき、施設の大量更新に備え本市の身の丈に応じた施設保有量にすべ

く、公共施設の複合化や長寿命化、廃止等について検討を重ねてきまし

た。しかしながら、個々の施設における個別施設計画が一部を除き策定で

きておらず、大多数の施設については方向性が明確に定まっていません。

また、市有地でも遊休財産となっているところもあり、有効に活用ができ

ているとは言えない状況にあります。 

今後は令和３年（2021 年）３月に策定予定の各施設における今後 10 年

間の方向性を定めた「公共施設等総合管理計画個別施設計画」に基づき、

各施設において適切な時期に改修や複合化等を行い、相応の施設保有量の

実現、また民間活力の新しい活用等も検討しながら施設管理運営を行って

いきます。 

   また、市が現在保有している遊休財産についても積極的に売払いを行う

など有効的に利活用を行い、行政資産の最適化を図ります。 

 

◆具体的な取組内容◆ 

    〇 個別施設計画の確実な進捗管理を行い、計画的な施設の管理運営 

を行います。 

〇 市遊休地については積極的に売払いや貸付を行うことで有効活用を

図ります。 

 

 

【大綱期間終了の目指す姿】 

      個別施設計画において示した各施設の方向性に基づき、定期的な進捗管

理と維持管理が行われている。また遊休財産となっている市有地は積極的

な売払い等を行い有効活用がなされている。 
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３）受益者負担および補助金・負担金の適正化 

   市内公共施設を使用する際の使用料については、現在５年ごとに見直

し、適正化を図っています。公の施設は公共の福祉の向上を図るために設

置された施設であり、利用しやすいよう使用料は低く設定されています。

施設利用の対価として、原則は定められた使用料の全額納付を基本と考え

るものですが、施設使用料減免規定により受益者負担の公平性が保たれて

いないところが見受けられます。また、補助金・負担金についても毎年、

見直しを実施しているところですが、補助金等の見直し指針は策定してか

ら月日がたっているため、改訂を行い指針に基づいた金額の見直しをしな

ければなりません。 

 公共施設の使用料については、公共性・負担の公平性が保たれるよう、

施設使用料適正化指針に基づき、施設利用者に施設利用の対価として応分

の負担をしていただき、利用者（受益者）負担を原則とするよう定期的な

見直しを実施します。また、補助金・負担金についても定期的な見直しを

行い「補助金等の見直し指針」に基づき精査したうえで交付するようにし

ます。 

 

  ◆具体的な取組内容◆ 

〇 公共施設使用料の定期的な見直しを行い、受益者負担の公平性を図

ります。 

   〇 補助金等の見直し指針を改訂し、更なる補助金・負担金の見直しを

図ります。 

 

 

  【大綱期間終了の目指す姿】 

     施設使用料適正化指針に基づく使用料の見直しおよび減免規定の標準基

準の見直しも行い、利用者に公平な受益者負担による使用料の徴収が行わ

れている。補助金等の見直し指針の改訂がなされ、指針に基づき補助金・

負担金の支出が行われている。 
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４）広域連携の推進 

   現在まで、本市は近隣市町と様々な連携をしてきており、特に甲賀市と

は合併前より郡域での広域行政が行われていました。平成 16 年（2004

年）の合併以降、２市による連携は甲賀広域行政組合と公立甲賀病院のみ

となっていますが、今後の人口減少、高齢化を見据えた広域的な課題につ

いて、行政機能の分担や連携を検討し市民サービスの向上や行政事務の効

率化を図ることを目的に、平成 30 年（2018 年）「甲賀市・湖南市広域行

政協議会」が設立されました。また、近隣の複数市と広域的に様々な分野

の情報システムを共同で開発・利用をすることにより、行政事務の効率化

やコストダウンを図ってきました。 

社会的・文化的に繋がりのある周辺自治体と連携し、共通の課題解決に

取り組むことにより、行政サービスの拡大や利便性の向上など様々なサー

ビス水準をあげるため、さらなる広域での連携を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大綱期間終了の目指す姿】 

    広域でのシステム共同利用により業務の標準化が進み、事務の効率化

が図られている。また、相互利用できる施設等も増え公共施設の保有数

も見直しがなされている。 

 

 

◆具体的な取組内容◆ 

〇 システム共同利用による業務の標準化を実現し、行政事務の効率化

を図るとともに行政サービス水準の更なる向上に努めます。 

〇 多様な行政ニーズに応えるため近隣市との連携を図り、市民サービ

スの向上となる事業の推進を行います。 
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５）財政の健全化 

   市税の更なる徴収率の向上を図るため、以前より行っていた甲賀広域行

政組合への市税滞納整理事務については平成 29 年度（2017 年度）に廃

止、発展的な取組として翌年度から滋賀県・甲賀市と共に共同徴収事業を

実施しています。一方で、債権管理条例に基づき徴収計画を策定し各債権

の収納状況を進捗管理するなど料金等の徴収率の向上にも努めています。

さらに、新しい生活様式への対応として非対面で市税等の納付が可能とな

るようスマートフォンのアプリ決済を導入するなどの取組も行っていま

す。また、平成 30 年（2018 年）には 10 年間の長期財政計画を策定し、３

年ごとに見直しを行いながら財政の健全化を図ってきました。 

新型感染症の影響により、今後数年間にわたり税収が減ることが予想さ

れる中、市税等の徴収率向上や広告収入などによる収入の確保を行ってい

く必要があります。次世代に過度の負担をかけることのないよう財政状況

をしっかりと分析し、「選択と集中」による事業の見直しを行い、また長

期財政計画の見直しを定期的に実施することで、健全な財政運営を図りま

す。 

 

  ◆具体的な取組内容◆ 

   〇 市税等の徴収率の向上や広告収入、新たな財源の検討等により収入

の確保を行います。 

   〇 長期財政計画に掲げる財政健全化に向けた経常収支比率の抑制等の

取組を行います。 

    

 

【大綱期間終了の目指す姿】 

    徴収率が向上し税収が確保され、税負担の公平性が維持されている。

また、長期財政計画の見直しも定期的に行われ、長期的な財政収支の見

通しを立てることで財政の健全化を図る方策が明らかになっている。 
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第４章 改革の推進体制  

 本大綱の推進にあたっては、湖南市行政改革推進本部をトップとし、本部長

である市長を筆頭にすべての職員が計画の実現に向け取組を行っていきます。

また、市議会においても本市の行財政改革の方向性や計画の進捗状況などを理

解していただき、共に協力して進めていきます。さらに大綱の中にも示した通

り、地域のコミュニティを大切に市民の皆様との連携も図りつつ、より良いま

ちづくりにつながる取組を行っていきます。 

 本大綱の進捗管理につきましては、具体的な取組を示した行政改革大綱実施

計画を策定のうえ、５年間の年次計画をもとにＰＤＣＡサイクルにより着実な

進捗管理を実施します。また、毎年度各項目による進捗状況を行政改革外部評

価委員会において報告し、第三者の視点から厳しく評価いただき、その評価等

について各課にフィードバックし、検証・見直しも行い本大綱の進捗がより確

実なものとなるように進めていきます。 

行政改革大綱および行政改革大綱実施計画は、下記ＰＤＣＡサイクルにより

推進していきます。 

 

 Plan （計画）

 Do （実施）

 Action （改善）

取組項目の設定

取組の実施

進捗状況の報告・
行政改革推進本部に
よるチェック

外部評価委員会に
よる監視および評価

取組項目の検証・
見直し

 Check
（評価・
 検証）
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総合計画と行政改革大綱およびその他関連する計画の取り組み期間  

 

 

 

 

 

 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度） （2025年度）

（具体的な実施項目について記載）

（進捗管理・連携）

第二次総合計画後期計画（令和３年度～令和７年度）
きらめき・ときめき・元気創生 総合戦略

第二次総合計画前期計画（平成28年度～令和２年度）
きらめき・ときめき・元気創生 総合戦略

第三次行政改革大綱（平成28年度～令和２年度） 第四次行政改革大綱
（令和３年度～令和７年度）

第三次行政改革大綱実施計画（平成28年度～令和2年度）
第四次行政改革大綱実施計画

（令和３年度～令和７年度）

公共施設等総合管理計画（平成28年度～令和27年度）

長期財政計画（平成30年度～令和９年度）

定員適正化計画（平成27年度～令和2年度）

公共施設等総合管理計画個別計画（第１期）
（令和３年度～令和12年度）

定員適正化計画（令和３年度～令和７年度）
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